
柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 本 市 の 農 林 水 産 物 を 活 用 し た 農 林 水 産 加 工 品

の 開 発 や 販 路 開 拓 に 取 り 組 む 者 に 対 し 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 金 を

交 付 す る こ と で 、 本 市 の 六 次 産 業 化 を 促 進 し 、 農 林 漁 業 者 等 の 所

得 の 向 上 に つ な げ る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 交 付 手 続 ）  

第 ２ 条  補 助 金 の 交 付 に つ い て は 、 新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則

（ 昭 和 ５ ０ 年 規 則 第 ２ ９ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る も

の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  農 林 水 産 物  市 内 で 生 産 又 は 採 取 さ れ る 農 林 水 産 物 を い う 。  

⑵  農 林 水 産 加 工 品  前 号 に 規 定 す る も の を 加 工 、 細 工 及 び 処 理

な ど を 施 し 付 加 価 値 を 付 け た も の を い う 。  

⑶  六 次 産 業  一 次 産 業 と し て の 農 林 漁 業 と 、 二 次 産 業 と し て の

製 造 業 、 三 次 産 業 と し て の 小 売 業 等 の 事 業 と の 総 合 的 か つ 一 体

的 な 推 進 を 図 り 、 地 域 資 源 を 活 用 し た 新 た な 付 加 価 値 を 生 み 出

し 、 農 林 漁 業 の 活 性 化 を 進 め る こ と を い う 。  

 （ 補 助 対 象 者 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も

の と す る 。  

 ⑴  市 内 に 住 所 を 有 す る 農 業 経 営 体 、 林 業 経 営 体 及 び 漁 業 経 営 体  

⑵  市 内 に 事 務 所 を 有 す る 農 地 所 有 適 格 法 人 （ 農 地 法 （ 昭 和 ２ ７

年 法 律 第 ２ ２ ９ 号 ） 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 農 地 所 有 適 格 法 人

を い う 。 ）  

 ⑶  え ち ご 中 越 農 業 協 同 組 合 、 柏 崎 地 域 森 林 組 合 及 び 新 潟 漁 業 協

同 組 合 柏 崎 支 所  

 ⑷  前 各 号 の ほ か 、 市 内 で 一 次 産 業 に 携 わ る 個 人 又 は 法 人  

 ⑸  前 各 号 に 規 定 す る も の と 連 携 し て 農 林 水 産 加 工 品 の 製 造 及



び 販 売 に 取 り 組 む 商 工 業 者 又 は 福 祉 団 体  

 ⑹  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 者  

（ 採 択 条 件 ）  

第 ５ 条  採 択 条 件 は 、 次 の 各 号 の 全 て を 満 た し て い る こ と と す る 。 

⑴  こ の 補 助 金 を 活 用 し た 農 林 水 産 加 工 品 に つ い て 、 販 売 を 目 的

と し て 商 品 化 さ れ る こ と 。  

⑵  農 林 水 産 物 の 付 加 価 値 の 向 上 に 資 す る 事 業 で あ る こ と 。  

⑶  同 一 の 事 業 内 容 に お い て 国 、 他 の 地 方 公 共 団 体 そ の 他 支 援 機

関 等 か ら の 補 助 金 等 を 受 け て い な い こ と 。  

（ 補 助 対 象 事 業 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 （ 以 下 「 補 助 対 象 事 業 」 と

い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 事 業 と す る 。  

⑴  農 林 水 産 物 の 価 値 の 向 上 を 図 る た め の 事 業  

⑵  農 林 水 産 物 の 商 品 化 、 ブ ラ ン ド 化 に 繋 が る 事 業  

⑶  農 林 水 産 物 の 普 及 啓 発 、 販 路 の 拡 大 又 は 新 た な 販 路 開 拓 に 関

す る 事 業  

（ 補 助 対 象 経 費 等 及 び 交 付 額 の 算 定 方 法 ）  

第 ７ 条  こ の 補 助 金 の 交 付 対 象 と な る 経 費 （ 以 下 「 補 助 対 象 経 費 」

と い う 。 ） 、 補 助 率 及 び 交 付 限 度 額 は 、 別 表 に 定 め る と お り と す

る 。  

２  こ の 補 助 金 の 交 付 額 は 、 別 表 第 １ 欄 に 定 め る 事 業 ご と に 、 同 表

第 ２ 欄 に 定 め る 補 助 対 象 経 費 の 実 支 出 額 に 同 表 第 ３ 欄 に 定 め る

補 助 率 を 乗 じ て 得 た 額 と 、 同 表 第 ４ 欄 に 定 め る 交 付 限 度 額 と を 比

較 し て 少 な い 方 の 額 の 合 計 額 と す る 。 た だ し 、 事 業 ご と に 算 出 さ

れ た 額 に １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 に は 、 こ れ を 切 り

捨 て る も の と す る 。  

 （ 申 請 回 数 の 制 限 ）  

第 ８ 条  こ の 補 助 金 の 申 請 に 当 た っ て は 、 別 表 第 １ 欄 に 定 め る 事 業

ご と に 、 同 一 の 交 付 対 象 者 当 た り の 交 付 額 の 合 計 額 が 別 表 第 ４ 欄

に 定 め る 交 付 限 度 額 に 満 た な い 限 り 、 同 一 年 度 内 に お け る 申 請 回

数 に 制 限 を 設 け な い も の と す る 。  

（ 補 助 対 象 期 間 ）  



第 ９ 条  補 助 対 象 期 間 は 、 交 付 申 請 書 を 提 出 し た 日 が 属 す る 年 度 の

３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。  

（ 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 こ の 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 者 が 次 の 各 号 の

い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を

取 り 消 す こ と が で き る 。  

⑴  虚 偽 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 交 付 を 受 け た と き 。  

⑵  こ の 要 綱 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

⑶  こ の 補 助 金 で 整 備 し た 機 械 、 設 備 及 び 施 設 の 耐 用 年 数 の 期

間 に お い て 、 六 次 産 業 化 へ の 取 組 が 確 認 で き な い と き 。  

⑷  そ の 他 市 長 が 適 当 で な い と 認 め た と き 。  

（ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 交 付 の 決 定 を 取 り 消 し

た と き は 、 当 該 補 助 金 交 付 の 決 定 を 取 り 消 さ れ る 者 に 通 知 す る と

と も に 、 既 に 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る 場 合 に は 、 期 日 を 定 め て そ

の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

（ 様 式 ）  

第 １ ２ 条  こ の 補 助 金 の 交 付 申 請 書 そ の 他 の 書 類 の 様 式 は 、 次 に 掲

げ る と お り と す る 。  

⑴  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書  別 記 第 １ 号  

様 式  

⑵  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書  別 記 第  

２ 号 様 式  

⑶  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書  別 記  

第 ３ 号 様 式  

⑷  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 実 績 報 告 書  別 記 第 ４ 号  

様 式  

⑸  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 事 業 等 計 画 変 更 承 認 申 請  

書 別 記 第 ５ 号 様 式  

⑹  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 事 業 等 計 画 変 更 承 認 決 定  

通 知 書  別 記 第 ６ 号 様 式  

⑺  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 事 業 等 中 止 （ 又 は 廃 止 ）



承 認 申 請 書  別 記 第 ７ 号 様 式  

⑻  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 事 業 等 中 止 （ 又 は 廃 止 ）

承 認 決 定 通 知 書  別 記 第 ８ 号 様 式  

⑼  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 確 定 通 知 書  別 記 第 ９ 号

様 式  

⑽  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 交 付 決 定 取 消 ・ 返 還 通 知

書  別 記 第 １ ０ 号 様 式  

⑾  柏 崎 市 六 次 産 業 化 支 援 事 業 補 助 金 達 成 状 況 報 告 書  別 記 第

１ １ 号 様 式  

（ 消 費 税 の 取 扱 い ）  

第 １ ３ 条  補 助 金 の 交 付 申 請 に 当 た り 、 事 業 主 体 に つ い て 当 該 補 助

金 に 係 る 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 （ 補 助 対 象 経 費 に 含 ま れ る 消 費 税 相

当 額 の う ち 、 消 費 税 法 （ 昭 和 ６ ３ 年 法 律 第 １ ０ ８ 号 ） に 規 定 す る

仕 入 れ に 係 る 消 費 税 と し て 控 除 で き る 部 分 の 金 額 に 補 助 率 を 乗

じ て 得 た 金 額 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が あ る 場 合 に は 、 こ れ ら を 減

額 し て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 交 付 申 請 時 に お い て 当 該 補 助 金

に 係 る 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 が 明 ら か で な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な

い 。  

 （ 達 成 状 況 報 告 ）  

第 １ ４ 条  補 助 対 象 者 は 、補 助 金 の 申 請 年 度 か ら ３ 年 を 目 標 年 度 と し 、

事 業 計 画 書 に 基 づ き 目 標 年 度 ま で の 毎 年 度 、達 成 状 況 報 告 書 に よ り

事 業 実 施 年 度 の 翌 年 度 の ５ 月 末 日 ま で に 市 長 に 提 出 す る も の と す

る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ５ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 市 長 が 別 に

定 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ

し 、 補 助 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 ９ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、



な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  



別 表 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

１  事 業  ２  補 助 対 象 経 費  ３  補 助 率  ４  交 付 限 度 額  

機 械 、 設 備

及 び 施 設 等

整 備 支 援  

⑴  農 林 水 産 物 の

加 工 又 は 農 林 水

産 加 工 品 の 製 造

若 し く は 販 売 に

必 要 な 機 械 、 設

備 及 び そ の 附 帯

機 器 の 購 入 費  

⑵  農 林 水 産 物 又

は 農 林 水 産 品 の

加 工 施 設 、 販 売

施 設 又 は 直 飲 ・

直 食 施 設 等 の 施

設 整 備 費  

⑶  そ の 他 市 長 が

特 に 必 要 と 認 め

る 経 費  

３ 分 の １ 以 内

（ 事 業 主 体 が

自 ら 生 産 又 は

採 取 し た 農 林

水 産 物 を 使 用

す る 事 業 の 場

合 は 、 ２ 分 の

１ 以 内 ）  

１ ３ ０ 万 円 （ 事

業 主 体 が 自 ら 生

産 又 は 採 取 し た

農 林 水 産 物 を 使

用 す る 事 業 の 場

合 は 、 ２ ０ ０ 万

円 ）  

商 品 開 発 、

販 売 促 進 及

び 販 路 開 拓

支 援  

⑴  報 償 費 、 費 用

弁 償 、 委 託 料 、

手 数 料 等 の 商 品

開 発 に 係 る 経 費

（ 試 作 品 に 係 る

原 材 料 費 及 び 単

な る 人 件 費 は 、

対 象 外 と す

る 。）  

⑵  販 売 促 進 の た

め の ホ ー ム ペ ー

ジ 又 は Ｅ Ｃ サ イ

ト 開 設 に 係 る 経

３ 分 の １ 以 内

（ 事 業 主 体 が

自 ら 生 産 又 は

採 取 し た 農 林

水 産 物 を 使 用

す る 事 業 の 場

合 は 、 ２ 分 の

１ 以 内 ）  

７ ０ 万 円 （ 事 業

主 体 が 自 ら 生 産

又 は 採 取 し た 農

林 水 産 物 を 使 用

す る 事 業 の 場 合

は 、 １ ０ ０ 万

円 ）  



費  

⑶  パ ッ ケ ー ジ 、

パ ン フ レ ッ ト 等

の デ ザ イ ン 作 成

に 係 る 経 費  

⑷  商 談 会 等 へ の

参 加 に 係 る 出 展

料  

⑸  そ の 他 市 長 が

特 に 必 要 と 認 め

る 経 費  

 

  


